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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の量の見込み・提供体制の確保方策（案）

1 必要受入れ時間数

【 国基準による算出方法 】
対象年齢の未就園児 × 月一定時間（１０時間）※１

※１市独自に算出することも可。
算出式に利用割合を乗じることも可。

【 本市の算出方法 】
対象年齢の未就園児 × 月一定時間 × 利用率 ※２

※２ 本事業を先行実施している市町の利用実績を参考に設定

２ 必要定員数

Ｒ８ ３時間

Ｒ９ ４時間

Ｒ１０～１０時間

０・１歳児 ４０％

２歳児 ２０％

【 国基準による算出方法 】
必要受入時間数 ÷ 定員一人月当たりの受入可能時間数 ※３

※３ 月１７６時間（８時間×２２日）を基本とする。
市独自に算出することも可。

【 本市の算出方法 】
必要受入時間数 ÷ 月６６時間 （３時間×２２日） ※４

※４ 公立保育所実施（案）及び私立保育所事前協議による１日受入時間で設定

（計算例）R８年度０歳児の場合
未就園児６１人×利用率４0％≒利用者数（ﾆｰｽﾞ）２５人（切上げ）
→利用者数×3時間/月＝必要受入時間数７５時間/月・・・①

（計算例）R8年度０歳児の場合
必要受入時間数７５時間/月・・・①÷６６時間 ≒ 必要定員数２人（切上げ）
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月3時間 月４時間 月１０時間で算定

A

B

C＝A×B

D＝C× Ｒ８は３時間 Ｒ９は４時間 Ｒ１０からは１０時間

E＝D÷66時間

0歳6ヶ月～満３歳未満の
未就園児数

０・１歳児 ４０％
２歳児 ２０％

資料４

・通常の教育・保育のニーズにも配慮しながら、公立保育所
及び民間保育等既存施設で実施を行う。
・令和１０年度以降、必要定員数が増加する見込みのため、
民間事業者に追加の整備を働きかけていく。

量の見込みについては、令和８年度の利用状況を分析し
子ども・子育て支援事業計画の中間見直し年度である
令和９年度に見直しを行う。


